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2023年 5月 12日 

各 位 

 

当社グループ従業員に対する業績連動型株式付与制度の導入に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、当社及び当社グループ会社の幹部従業員である職制管理職（次長

クラス以上、以下「対象従業員」といいます。）を対象とする業績連動型株式付与制度（パフォーマンス・シ

ェア・ユニット制度）（以下「本制度」といいます。）を導入することを決議しましたので、下記のとおり、

お知らせいたします。 

 

記 

 

１． 本制度の導入 

(1) 当社は、対象従業員を対象に、中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めつつ、中

長期的かつ継続的な勤務への意欲を増進させることを目的として、本制度を導入いたします。 

(2) 本制度は、対象従業員に対して、2024年３月期（2023年４月１日から 2024年３月 31日まで）を開始

事業年度とする中期経営計画（以下「本中期経営計画」といいます。）達成への動機付けを強めるだけ

でなく、株価の変動による利益及びリスクを株主の皆様と共有することを目的としております。 

(3) 本制度は本中期経営計画の基本方針である「サステナビリティ経営の推進」の従業員エンゲージメン

ト向上策の一つとして導入するものであります。 

 

２． 本制度の内容 

(1) 本制度の概要 

本制度は本中期経営計画に係る計画期間（2024年３月期から 2027年３月期）のうち、2023年４月

１日から 2025年３月 31日までの２年間（以下「評価対象期間①」といいます。）及び 2023年４月１

日から 2027年３月 31日までの４年間（以下「評価対象期間②」といい、評価対象期間①と合わせて

以下「評価対象期間」といいます。）を対象として、「所属グループ会社」、「職位」及び「中期経営計

画の業績達成度」に応じた数の当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）を、評価対象期間①

の満了後及び評価対象期間②の満了後にそれぞれ交付する制度です。 

 

(2) 本制度の対象者 

対象従業員は、評価対象期間の間、当社及び当社グループ会社に在籍している職制管理職（次長ク

ラス以上）の者とし、一定の非違行為があった者でないこと等の所定の要件を満たしていることを条

件に、当社株式の交付を受けるものとします。 

会社名 月島ホールディングス株式会社 

代表者名 代表取締役社長  川﨑 淳 

コード番号 6332(東証プライム市場) 

問合せ先 執行役員 総務人事部長 

 小山  誠二 

電話 03-5560-6515 
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(3) 評価対象期間 

上記(1)のとおり、本中期経営計画に係る計画期間のうち、評価対象期間①として、2023 年４月１

日から 2025年３月 31日までの２年間、及び評価対象期間②として、2023年４月１日から 2027年３

月 31日までの４年間とします。 

 

(4) 対象従業員に付与される株式 

評価対象期間①の満了後及び評価対象期間②の満了後に、それぞれの期間における「所属グループ

会社」、「職位」及び「中期経営計画の業績達成度」に応じて、対象従業員に対して、当社株式が交付

されます(注)。 

（注）株式分割・株式併合等の交付される当社株式数の調整を行うことが公正であると認められる事

象が生じた場合は、分割比率・併合比率等に応じた調整がなされます。 

 

(5) 対象従業員に交付される当社株式の上限 

本制度により対象従業員に交付を約する当社株式の上限株数は、16万株とします。ただし、株式分

割・株式併合等の交付する当社株式数の調整を行うことが公正であると認められる事象が生じた場合、

分割比率・併合比率等に応じた調整がなされます。 

 

(6) 当社株式の交付方法及び時期 

当社及び当社グループ会社は、評価対象期間①の満了後及び評価対象期間②の満了後にそれぞれ取

締役会決議を行い、①所属する対象従業員に金銭債権を支給し、②当該金銭債権の全部の現物出資と

引換えに、新株発行又は自己株式処分によって当社株式を交付します。 

なお、本制度により発行又は処分される当社株式の１株当たりの払込金額は、発行又は処分に係る

取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社株式の終値（同日に取引が成立し

ていない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）を基礎として、対象従業員に特に有利にならない

範囲において取締役会において決定いたします。 

 

(7) 評価対象期間中に退職した場合等 

対象従業員が評価対象期間中に正当な理由により職制管理職(次長クラス以上)の職位をいずれも

喪失した等対象従業員につき一定の異動が生じた場合は、当該異動日までの期間に基づき当社株式の

交付を行います。ただし、対象従業員が自己都合により職制管理職(次長クラス以上)の職位をいずれ

も喪失した場合は、対象従業員の地位を喪失するものとします。 

また、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計

画その他の組織再編等に関する事項が当社株主総会で承認された場合は、当該組織再編等の承認日ま

での期間を踏まえて合理的に定める額の金銭を支給します。 

 

以 上 


